
 

３－８－３表  固定資産税及び都市計画税の不均一課税実施状況 
（１）固定資産税 

 

整理番号 市町村名  税 率（％） 適    用    資    産 

１ 千葉市 

    0.70 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

    1.05 
・都市再開発法第２条第６号に規定する施設建築物のうち同

法第１３８条第１項の耐火建築物で同法施行令第５２条に定

めるものに該当する家屋 〔都市再開発法第１３８条第１項〕 

５ 館山市 

    0.70 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 
初年度 0.14 

２年度 0.35 

３年度 0.70 

・半島振興対策実施地域内における新設又は増設に係る特別

償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地であ

る土地              〔半島振興法第１７条〕 

６ 木更津市     0.70 

・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 
・中核的民間施設の用に供する家屋又は構築物又はこれらの

敷地である土地     〔多極分散型国土形成促進法第１４条〕 

１０ 成田市     0.70 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

１１ 佐倉市     0.70 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

１３ 旭市 課税免除 
・製造の事業の用に供するもので、建物及び敷地並びに機械

装置                  〔企業誘致条例〕 

１５ 柏市 

    0.70 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

    0.46 
・公衆浴場法第１条第１項に規定する公衆浴場のうち物価統

制令第４条の規定により千葉県知事が入浴料金を定めるもの

の用に供する固定資産 

    1.05 
・都市再開発法第２条第６号に規定する施設建築物のうち同

法第１３８条第１項の耐火建築物で同法施行令第５２条に定

めるものに該当する家屋  〔都市再開発法第１３８条第１項〕 

１６ 勝浦市 

課税免除 

・過疎地域内において、新設又は増設に係る特別償却設備で

ある家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地 

         〔過疎地域自立促進特別措置法第３１条〕 

初年度 0.14 

２年度 0.35 

３年度 0.70 

・半島振興対策実施地域における新設又は増設に係る特別償

却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である

土地               〔半島振興法第１７条〕 

    0.70 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

１７ 市原市     0.70 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

２１ 鴨川市 

    1.00 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

初年度 0.14 

２年度 0.35 

３年度 0.70 

・半島振興対策実施地域の区域内における新設又は増設に係

る特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷

地である土地           〔半島振興法第１７条〕 
・過疎地域内において、新設又は増設に係る特別償却設備で

ある家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地 

         〔過疎地域自立促進特別措置法第３１条〕 
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３－８－３表  固定資産税及び都市計画税の不均一課税実施状況 
 
整理番号 市町村名  税 率（％） 適    用    資    産 

２３ 君津市     1.00 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

２４ 富津市     1.00 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

２６ 四街道市     0.93 
・都市再開発法第１３８条第１項の耐火建築物に該当する固

定資産         〔都市再開発法第１３８条第１項〕 

３１ 富里市     0.70 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

３２ 南房総市 

    1.20 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

初年度 0.14 

２年度 0.35 

３年度 0.70 

半島振興対策実施地域の区域内における新設又は増設に係る

特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地

である土地           〔半島振興法第１７条〕 

・過疎地域内において、租税特別措置法第１２条第１項の表

の第２号又は第４５条第１項の表の第２号の規定の適用を受

ける資産並びに当該資産の敷地である土地 

         〔過疎地域自立促進特別措置法第３１条〕 

３３ 匝瑳市 課税免除 

・工場又は事業所の新設又は増設を行った企業の奨励措置の

対象となった建物・敷地及び償却資産 

〔企業誘致条例〕 

３６ いすみ市 

初年度 0.14 

２年度 0.35 

３年度 0.70 

・半島振興対策実施地域の区域内における新設又は増設に係

る特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷

地である土地           〔半島振興法第１７条〕 

３７ 大網白里市 課税免除 
・地区公民館又は集会所及び地区所有の消防機庫 

〔大網白里市市税条例第５４条の２〕 

４２ 東庄町 課税免除 

・過疎地域内において、新設又は増設に係る特別償却設備で

ある家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地 

         〔過疎地域自立促進特別措置法第３１条〕 

４９ 白子町     1.05 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

５１ 長南町 課税免除 

・過疎地域内において、新設又は増設に係る特別償却設備で

ある家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地 

         〔過疎地域自立促進特別措置法第３１条〕 

５２ 大多喜町 

    0.70 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 
初年度 0.14 

２年度 0.35 

３年度 0.70 

・半島振興対策実施地域の区域内における新設又は増設に係

る特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷

地である土地           〔半島振興法第１７条〕 

課税免除 

・過疎地域内において、新設又は増設に係る特別償却設備で

ある家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地 

         〔過疎地域自立促進特別措置法第３１条〕 
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５３ 御宿町 
初年度 0.14 

２年度 0.35 

３年度 0.70 

・半島振興対策実施地域の区域内における新設又は増設に係

る特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷

地である土地           〔半島振興法第１７条〕 

５４ 鋸南町 
初年度 0.14 

２年度 0.35 

３年度 0.70 

・半島振興対策実施地域の区域内における新設又は増設に係

る製造事業用設備を構成する家屋及び償却資産で租税特別措

置法第１２条第１項の表の第１号又は第４５条第１項の表の

第１号の規定の適用を受けるもの並びに当該家屋の敷地であ

る土地                            〔半島振興法第１７条〕 

・過疎地域内において、租税特別措置法第１２条第１項の表

の第２号又は第４５条第１項の表の第２号の規定の適用を受

ける資産並びに当該資産の敷地である土地 

         〔過疎地域自立促進特別措置法第３１条〕 
 
 

（２）都市計画税     

 

整理番号 市町村名  税 率（％） 適    用    資    産 

１ 千葉市     0.15 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

５ 館山市     0.15 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

１５ 柏市 

    0.15 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 

    0.10 
・公衆浴場法第１条第１項に規定する公衆浴場のうち物価統

制令第４条の規定により千葉県知事が入浴料金を定めるもの

の用に供する固定資産 

    0.22 
・都市再開発法第２条第６号に規定する施設建築物のうち同

法第１３８条第１項の耐火建築物で同法施行令第５２条に定

めるものに該当する家屋  〔都市再開発法第１３８条第１項〕 

１７ 市原市     0.15 
・国際観光ホテル整備法第３条の規定により登録を受けたホ

テル業の用に供する建物 〔国際観光ホテル整備法第３２条〕 
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